
2026信州ダートチャレンジ 
特別規則書 

 
 
 
 
 
 
 
 
第１条　競技会名称　　信州ダートチャレンジ 
 
第２条　競技種目　　ダートトライアル 
 
第３条　競技の格式　　クローズド 
 
第４条　開催日程​ 第１戦　２０２６年４月１２日（日） 

第２戦　２０２６年５月２４日（日） 
第３戦　２０２６年６月１４日（日） 
第４戦　２０２６年７月１９日（日） 

 
第５条　開催場所　　名称：スポーツランド信州 
　　　　　　　　　　所在地：長野市松代町豊栄字地蔵１００５－１ 
 
第６条　オーガナイザー　　Ｗｉｌｄ　Ｎａｔｕｒｅ　Ｓｐｏｒｔ　Ｃｌｕｂ　（ＷｉＮａＳＣ） 
　　　　　　　　　　　　　（クラブコード：１３３８６） 
 
第７条　参加申込および参加費用 

①参加申込先および問い合わせ先（大会事務局） 
〒２７２－０８２２ 
千葉県市川市宮久保１－１５－５（Ｙん不動産 内） 
事務局長　吉田 
電話：０９０－４７５６－４５８６　　ＦＡＸ：０４７－７１０－８９７２ 
メールアドレス：winasc.contact@gmail.com 

 
②参加受付期限　　開催日の１週間前 
 
③参加料　　一般：１２，０００円（複数人エントリーの場合、２人目以降は８，０００円） 

学生：　８，０００円（複数人エントリーの場合、２人目以降は５，０００円） 
※学生は３０歳未満とし、申込時に学生証のコピーを添付のこと。 

 
 

④提出書類　　指定の参加申込書に必要事項を記載し、署名（自署）の上、上記申込先へ郵送 
またはスキャン（スマートフォンで撮影した写真も可）の上、メールにて送付する 
こと。なお、郵送以外の方法で申込をした場合は、申込書原本を開催日当日に提出すること。 
参加料は、開催日当日の受付時に現金にて支払うこと。 

 
第８条　タイムスケジュール 

ゲートオープン：　６：００ 
受付：　　　　　　６：３０～　８：００ 
車検：　　　　　　７：００～　８：２０ 
慣熟歩行：　　　　６：３０～　８：２０ 
ブリーフィング：　８：３０～　８：４０ 
練習走行：　　　　９：００～１１：３０ 
競技：　　　　　１３：００～１５：００（一人３ヒート走行） 
練習走行：　　　競技終了後～１５：００ 

 



第９条　参加車両 
当該年度の国内競技車両規則第３編スピード車両規則に適合した、ＡＥ・Ｐ・ＰＮ・Ｎ・ＳＡ・ 
ＳＡＸ・Ｂ・ＳＣ・Ｄ車両とする。ただし、オープンカーは不可とする。 

 
第１０条　クラス区分 

クラス１：６６０ｃｃ以下の２輪駆動車 
クラス２：６６０ｃｃを超え１，５００ｃｃ（ＰＮ車両は１，６００ｃｃ）以下の２輪駆動車 
クラス３：１，５００ｃｃを超える２輪駆動車および２，０００ｃｃ以下の４輪駆動車 
クラス４：２，０００ｃｃを超える４輪駆動車 
※過給機付車両は、１．７倍の排気量とする。 

 
第１１条　参加資格 

有効な自動車運転免許証の所持者であること。なお、１８歳未満の参加者は親権者の承諾を必要とする。 
 
第１２条　参加受理 

不受理の場合のみ、申込者に通知する。スポーツランド信州のホームページに掲載するエントリーリストを
もって、受理証に代えるものとする。 

 
第１３条　一般安全規定 

①６点式以上のロールバー、４点式以上のシートベルトを装着すること。 
②長袖長ズボン、ヘルメット（ＪＡＦ・ＭＦＪ公認、またはＪＩＳ・ＳＮＥＬＬ規格およびこれに準ずる規格に合致す
るもの。ただし、ハーフヘルメットは不可。）、レーシンググローブを着用すること。 
③コース走行中は、運転席側の窓は全閉すること。 

 
第１４条　車両検査 

車両検査は、タイムスケジュールに従いオーガナイザー指定の場所で受けなければならない。 
技術委員長は、不適当の判断した箇所について修正を指示することができる。修正を指示された車両は、
再度検査を受けなければならない。 

 
第１５条　再車両検査 

競技終了後、上位入賞車両に対し、再車両検査を行う場合がある。再車両検査を含め車両検査を拒否し
た場合、その参加者は失格とする。 

 
第１６条　慣熟歩行 

慣熟歩行は、タイムスケジュールに従い各自徒歩にて行うこと。 
 
第１７条　競技 

①競技は原則としてオーガナイザーが指定したゼッケン順に行い、３回走行しベストタイムが成 
績となる。 
②スタートは競技長が指定した位置からのランニングスタートとする。 
③計時はストップウォッチ２個以上で計測を行い、その平均（１／１００秒）を記録とする。 
④複数人エントリーについては、上限は定めない。 

 
第１８条　信号表示 

日章旗：スタート合図 
黄旗：パイロンタッチ 
黒旗：ミスコース 
赤旗：危険有りただちに停止 
緑旗：コースクリア 
チェッカー旗：ゴール合図 

 
第１９条　順位決定 

順位決定は、成績の最も短いタイムを記録した者を上位とする。同タイムの場合は、次の優先順位で順位
を決定する。 
１．セカンドタイムの良好な者 
２．サードタイムの良好な者 
３．気筒容積の小さい順 
４．競技長の決定 

 



第２０条　罰則規定 
①スタートの指示に従わない場合およびスタート合図後１０秒を経過してもコントロールライン 
を通過しない場合は、当該ヒートの出走の権利を失うものとする。 
②コース上のパイロンに接触した場合は、１回につき５秒を加算する。 
③競技役員にミスコースと判断された場合は、当該ヒートを無効とする。 

 
 
第２１条　失格規定 
　　　　次の行為をした場合は失格とする。 

１．競技役員の指示に従わない場合 
２．コースアウト等により、他の参加者やコース設備に損害を与えた場合 
３．技術委員長の承認を得ずに車両を変更・改造した場合 

 
第２２条　損害の補償 

①参加者は、理由の有無を問わず、参加車両およびその附属品が破損、紛失、盗難等を受けた場合、各
自がその責任を負わなければならない。 
②参加者ならびにゲストは、ＪＡＦ、オーガナイザー、競技役員ならびにコース管理者が一切の損害補償に
対する責任を免除されていることを了承していなければならない。すなわち、競技役員がその役務に最善
を尽くすことは当然であるが、もしも、役務遂行等によって起きた損害であっ 
たとしても、参加者およびゲストの死亡、負傷ならびに車両等の損害に対しては、一切の損害賠償責任を
負わないものとする。 

 
第２３条　抗議 
　　　　参加者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、これに対して抗議する権利を有する。 

１．抗議を行う時は必ず文書により理由を明記し、国内競技規則に規定する抗議料を添えて競技長に提
出しなければならない。 
２．抗議が正当と裁定された場合、抗議料は返還される。 
３．抗議により発生した分解検査費用は、その抗議が正当と裁定されなかった場合は抗議提出者、正当と
判断された場合は抗議対象者が負担する。分解整備等の費用は技術委員長が算定する。 
４．審判員の判定および計時装置に関する抗議はできない。 
５．審査委員会の裁定は、抗議に宣告される。 
６．技術委員の決定に対する抗議は決定直後に、成績に関する抗議は暫定結果発表後３０分以内に提出
しなければならない。 

 
第２４条　賞典 
　　　　①各クラス上位３位までに賞品を授与する。ただし、参加人数の３０％を限度とする。 

②年間シリーズ表彰は、各クラスの獲得シリーズポイントの多い順に上位1位～3位までとし、 
表彰カップと記念品が与えられる。ただし、2戦以上の参加を義務付ける。 
③各戦のシリーズポイントを以下の通り付与する。 
 
 
 
④同ポイントによる同順位となった場合は以下の順でシリーズ順位を決定する。 
1．​ 上位入賞回数の多い方 
2．​ 出場回数の多い方 
3．​ オーガナイザーの決定 
⑤各競技会において､ドライバーが理由の如何に関わらず失格となった場合､それまでの全ポイントが失効
となる場合がある。尚､これに伴う他のドライバーのシリーズポイントの繰上げは行わない｡ 
⑥シリーズ参戦者のクラス変更を伴う出場を認める。クラス変更後に獲得したポイントは変更前と変更後の
どちらかのクラスへの付与が認められるが、変更前のクラスに付与する場合は変更後に獲​ 得ポイントに
0.5を掛けたポイントを付与する。 

 
第２５条　記載されていない事項 
　　　　①記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則およびＦＩＡ国際モーター 
　　　　スポーツ競技規則とその付則に準拠する。 
　　　　②本規則書発行後、ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は、すべての規則に優先する。 

以上 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 
20 15 12 10 8 6 4 3 2 1 


